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債務超過解消による猶予期間の解除に関するお知らせ 

 

当社は、平成 25 年４月期において債務超過の状況に陥り、株式会社東京証券取引所における上場廃止

に係る猶予期間入り銘柄となりましたが、本日、有価証券報告書を東北財務局に提出した結果、平成 26

年４月期において債務超過を解消したことにより、猶予期間入り銘柄から解除となりましたので、お知ら

せいたします。 

 

記 

 

１. 対象となる法定開示書類 

有価証券報告書（自 平成 25年５月１日 至 平成 26年４月 30日） 

                    

２. 債務超過解消に至った経緯 

    当社は、平成 25 年４月期において債務超過の状況となりましたが、当該状況を解消すべく諸施策

を実施した結果、業績が大幅に改善し当期純利益を計上、また、平成 25年 10月及び平成 26年３月

に実施した第三者割当増資により資本を増強した結果、平成 26 年４月期末において、債務超過が解

消されました。 

 

３. 今後の見通し 

平成 26年６月 13日公表の「平成 26年４月期 決算短信[日本基準]（非連結）」１. 経営成績・財

政状態に関する分析（1）経営成績に関する分析」に記載のとおりであります。 

                                                 

以上 

会 社 名 イ ン ス ペ ッ ク 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 菅 原  雅 史 

（コード番号：6656 東証マザーズ） 

問合せ先 取締役管理部長 冨 岡  喜 榮 子 

 ＴＥＬ 0187-54-1888（代表） 


